
市制施行５５周年記念マルシェ実施業務委託 

企画提案実施要領 

 

１ 目的 

  「市制施行５５周年記念マルシェ実施業務委託要求水準書」（以下、「要求水

準書」という。）を参照すること。 

 

２ 業務の実施 

  本業務は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定し、実施する。 

  なお、実施内容については、要求水準書及び企画提案書に基づき、委託者と

受託者の協議の上、必要に応じ調整を行い、契約内容として決定する。 

 

３ 業務の概要 

⑴ 件  名   市制施行５５周年記念マルシェ実施業務委託 

⑵ 場  所   新座市役所周辺 

⑶ 業務内容   別紙要求水準書による 

⑷ 履行期間   契約締結の日から令和７年１２月２６日 

⑸ 委託上限額  １，２８１，０８８円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 参加資格 

  本件に参加（企画提案書の提出）を希望する者は、次に掲げる全ての要件を

満たさなければならない。 

 ⑴ 令和７・８年度新座市入札参加資格登録業者名簿（物品等）に業種「その

他の業務委託」-業務内容「催事計画」及び「催事会場設営」の両方で登載さ

れている者であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

 ⑶ 参加申込書類の提出時から最優秀提案者特定の日までの間に新座市及び埼

玉県において指名停止期間中でないこと。 

 ⑷ 過去５年以内において、地方公共団体、商工会及び商工会議所における類

似のイベント運営事業の受託実績を有していること。 

 

 

 



５ 企画提案実施スケジュール 

１ 公募の開始  
 令和７年５月１５日(木) 

・新座市ホームページにて募集情報公開開始 

２ 資料交付期間  
 令和７年５月１５日(木)から令和７年６月１８日（水）まで 

・新座市ホームページにて交付 

３ 質問受付期間  
 令和７年５月１５日(木)から令和７年５月２８日（水）午後４時まで 

・電子メールでのみ受け付ける。質問票（様式１）を用いること。 

・回答は令和７年６月３日（火）までに新座市ホームページに掲載予定 

４ 参加申込書・企画提案書の提出  
 令和７年５月１５日(木)から令和７年６月１８日（水）午後４時まで 

・提案書類については、７ 提出書類を参照 

・郵送の場合は提出締切日必着 

５ プレゼンテーション 
 令和７年６月２４日（火） 

・実施時刻の詳細及び会場については、追って通知 

６ 選考結果通知  
 令和７年６月下旬に通知予定 

・郵送により通知 

７ 契約締結 

 令和７年７月上旬を予定 

  注１：本件の詳細については、必ず実施要領本文にて確認すること。 

  注２：本件に係る書類等の受付時間については、時間の指定がある場合を除

き、「新座市の休日を定める条例（平成２年６月２５日条例第９号）第

１条第１項に規定する休日を除く毎日、午前９時から正午及び午後１

時から午後４時まで」とする。 

 

６ 質疑応答 

  参加資格を有する事業者が本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問

書（様式１）を以下のとおり提出すること。 

なお、質問に関する回答は、令和７年６月３日（火）午後５時までに市ホー



ムページで公開する。 

・受付期間：令和７年５月１５日（木）から令和７年５月２８日（水）午後４

時まで 

 ・提出方法：電子メール 

 

７ 参加申込及び提出書類 

  本プロポーザルに参加する意思がある事業者は、申込期間中に次のとおり提

出書類を添付の上、参加申込を行うこととする。 

⑴   申込期間：令和７年５月１５日（木）から令和７年６月１８日（水）午後４

時まで 

 ⑵ 提出書類 

  ア 参加申込書（様式２） 

  イ 企画提案書（様式３） ８部 

ウ 見積書（様式４）及び見積明細書（任意様式） １部 

⑶ 提出方法：直接又は郵送（電子データも併せて御提出ください。） 

＜見積書作成の注意事項＞ 

・ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者・免税事業者を問わず、見積もっ

た契約希望金額（課税事業者の場合、消費税及び地方消費税を加算した金額）

の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。  

 ・ 見積書及び見積明細書には、件名、金額、住所、社名及び代表者氏名を記

載し、代表者印（代理人の場合は、代理人の印）を押印すること。 

 

８ 選考方法 

 提出された企画提案書及び見積書について、審査会（プレゼンテーション）

を実施する。 

  ・１参加者につき、プレゼンテーションの説明は２０分以内とする。 

・プレゼンテーション後に質疑応答を行う。 

・プレゼンテーション用のパソコンは各参加者で準備すること。スクリーン

及びプロジェクター（ＨＤＭＩケーブルを含む。）は産業振興課が用意する。

その他、プレゼンテーションに必要な設備や持参する機器がある場合、事

前に相談すること。 

 

９ 評価・採点方法 

  プレゼンテーション終了後、審査委員による選考審査を実施する。審査では、



評価項目ごとに審査員が参加者の採点を行い、合計得点の最も高い参加者を委

託予定業者とする。合計得点が最も高い参加者が複数の場合、選考者の協議に

より委託予定業者を決定する。 

⑴ 評価項目、着眼点、配点 

評価項目  着眼点  配点  
業務遂行体制及

びスケジュール 
① 業務を実施するに当たり、十分な体制となっている

か。 
② 連携、協力関係や責任者が明確となっているか 

１０ 
 

類似業務実績  類似のイベント運営事業の受託実績  ５ 
業務の目的  ① 企画提案全体を通して、本業務の目的や「新座市

シティプロモーション方針」の趣旨を踏まえた上で、

内容の提案がなされているか。 
② 企画提案全体を通して、イベントのメインテーマで

ある『事業者との「出会い」と市の「魅力発見」』

に即した内容となっているか。  

１０ 

会場レイアウトの

作成  
会場レイアウトが対流性、移動性等、合理的に考えら

れ、イベント全体の回遊を図った提案であるか。 
２５ 

体験・ワークショ

ッ プ エ リ ア ／ 賑

わい創出エリア 

① イベントの規模に応じた各エリアの提案となってい

るか。 
② 市内事業者や市内大学の学生等が参画する余地

のある提案となっているか。 

２５ 

そ の 他 イ ベ ン ト

全 体 の 企 画 ・管

理・運営等（スケ

ジ ュ ー ル を 含

む。） 

① イベント会場の設備、備品及び人員の確保並びに

実施に係る適切な警備員の配置がされ、安全かつ

効率的に業務を遂行できる内容となっているか。 
② 業務遂行が確実に行われ、かつ、イベント広報を含

め、効果的なスケジュールとなっているか。 
③  本イベント終了後、市内事業者独自のマルシェの

創設につながるような内容となっているか。 

１５ 

見積額  費用対効果  １０ 
⑵ 評価割合 

  評価割合：Ａ（特に優れている）１００％、Ｂ（優れている）８０％、 

       Ｃ（標準点）６０％、Ｄ（やや劣る）４０％、Ｅ（劣る）０％ 

 



１０ 選考・評価後の流れ 

⑴   選考結果通知、結果公表 

   選考結果は審査会に参加した事業者にメールで通知するとともに、新座市

ホームページに公表する。 

⑵ 契約内容の調整、仕様書の決定 

   契約候補者と産業振興課との間で業務内容の調整を行い、仕様書を確定す

る。 

⑶ 見積書の提出 

   契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提

出する。 

 ⑷ 契約の締結 

   令和７年７月上旬を予定している。 

 

１１ 注意事項 

⑴ 本プロポーザルに関しては、企画提案事業者が１者のみの場合であっても、

提案内容の審査を行い、選定の可否を決定するものとする。 

⑵ 提出期限までに必要書類が提出されない場合は失格とする。 

⑶ 提出された見積書は、書換え、差替え又は撤回することはできない。 

⑷ 提出書類は返却しないものとする。 

⑸ 選考審査会参加に関する一切の費用は各参加者の負担とする。 

 

１２ 担当課連絡先、書類提出先 

  〒３５２－８６２３ 新座市野火止１－１－１ 

新座市市民生活部産業振興課 

  電話：０４８－４７７－６３４６ 

  ＦＡＸ：０４８－４７７－１７２１  
E-mail:sangyou@city.niiza.lg.jp 
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